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協定項目２１－３ 福祉保健関係事業の取扱いについて（その２） 

 
福祉保健関係事業の取扱いについて、次のとおり提起する。 
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福祉保健関係事業の取扱いについて（その２） 

 
福祉保健関係事業については、別紙のとおり調整する。 

 
 
 



富山市 大沢野町 大山町 八尾町 婦中町 山田村 細入村
1 (1)基本健康

診査（医療
機関個別・
節目）

①対象者
40歳以上の国民健康保険
の被保険者やその他健康
保険加入者の家族等

②負担金
・一般診査　無
・選択検査　有

①対象者
40歳以上の国民健康保険
の被保険者やその他健康
保険加入者の家族等

②負担金
・一般診査　無
・選択検査　有

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②負担金
・一般診査　無
・選択検査　無

①対象者
職場等で検診を受ける機
会のない40歳以上の者

②負担金
・一般診査　無
・選択検査　無

①対象者
40歳以上の国民健康保険
の被保険者やその他健康
保険加入者の家族等

②負担金
・一般診査　無
・選択検査　有

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②負担金
・一般診査　無
・選択検査　無

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②負担金
・一般診査　無
・選択検査　無

合併時に、富山市の例
により統合する。
選択検査における負担
率は、一般30％、70歳
以上は10％とする。た
だし、町村における一
般の集団検診の負担率
は、17年度は10％、18
年度は20％とする。

(2)総合健康
診査

・対象者
40歳の国民健康保険の被
保険者やその他健康保険
加入者の家族等

・対象者
年度内節目年齢者(40・
45・50・55・60・65歳)

・対象者
40歳以上の者

該当なし 該当なし ・対象者
40歳に達した者とその配
偶者、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者

該当なし 合併時に、富山市の例
により統合する。

2 基本健康診
査（集団）

未実施 ①対象者
40歳以上の国民健康保険
の被保険者やその他健康
保険加入者の家族等

②負担金
・一般診査　無
・選択検査　有

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②負担金
・一般診査　無
・選択検査　無

①対象者
職場等で検診を受ける機
会のない40歳以上の者

②負担金
・一般診査　無
・選択検査　無

未実施 ①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②負担金
・一般診査　無
・選択検査　無

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②負担金
・一般診査　無
・選択検査　無

集団検診を実施してい
る町村については、地
域の実情に応じて実施
する。

3 胃がん検診 ①対象者
40歳以上の国民健康保険
の被保険者やその他健康
保険加入者の家族等

②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　有

①対象者
40歳以上の者

②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　有

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　有

①対象者
全住民

②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　有

①対象者
40歳以上の国民健康保険
の被保険者やその他健康
保険加入者の家族等

②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　無

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　無

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　有

合併時に、富山市の例
により統合する。
負担率は、一般30％、
70歳以上は10％とす
る。ただし、町村にお
ける一般の集団検診の
負担率は、17年度は
10％、18年度は20％と
する。

4 大腸がん検
診

①対象者
40歳以上の国民健康保険
の被保険者やその他健康
保険加入者の家族等

②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　無
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　――

①対象者
40歳以上の者

②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　無

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　有

①対象者
全住民

②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　無
・集団検診　無

①対象者
40歳以上の国民健康保険
の被保険者やその他健康
保険加入者の家族等

②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　無

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　無

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　有

合併時に、富山市の例
により統合する。
ただし、集団検診を実
施している町村におい
ては、地域の実情に応
じて実施する。
負担率は、一般30％、
70歳以上は10％とす
る。ただし、町村にお
ける一般の集団検診の
負担率は、17年度は
10％、18年度は20％と
する。

事務事業名 調整方針
現　　　況

№



富山市 大沢野町 大山町 八尾町 婦中町 山田村 細入村
事務事業名 調整方針

現　　　況
№

5 肺がん検診
（胸部Ｘ線
検査）

①対象者
40歳以上の国民健康保険
の被保険者やその他健康
保険加入者の家族等

②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　有

①対象者
40歳以上の者

②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　有

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　無

①対象者
全住民

②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　無

①対象者
40歳以上の国民健康保険
の被保険者やその他健康
保険加入者の家族等

②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　無

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　無

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　有

合併時に、富山市の例
により統合する。
負担率は、一般30％、
70歳以上は10％とす
る。ただし、町村にお
ける一般の集団検診の
負担率は、17年度は
10％、18年度は20％と
する。

6 肺がん検診
（かくたん
細胞診検
査）

①対象者
40歳以上の国民健康保険
の被保険者やその他健康
保険加入者の家族等

②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　有

①対象者
40歳以上の者

②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　有

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　有

①対象者
全住民

②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　無

①対象者
40歳以上の国民健康保険
の被保険者やその他健康
保険加入者の家族等

②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　無

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　無

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　有

合併時に、富山市の例
により統合する。
負担率は、一般30％、
70歳以上は10％とす
る。ただし、町村にお
ける一般の集団検診の
負担率は、17年度は
10％、18年度は20％と
する。

7 乳がん検診 ①対象者
30歳以上の国民健康保険
の被保険者やその他健康
保険加入者の家族等

②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　有

①対象者
30歳以上の者

②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　無

①対象者
30歳以上の者(希望者は30
歳未満も可)

②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　有

①対象者
全住民

②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　有

①対象者
30歳以上の国民健康保険
の被保険者やその他健康
保険加入者の家族等

②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　無

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　無

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　有

合併時に、富山市の例
により統合する。
負担率は、一般30％、
70歳以上は10％とす
る。ただし、町村にお
ける一般の集団検診の
負担率は、17年度は
10％、18年度は20％と
する。

8 子宮がん検
診

①対象者
30歳以上の国民健康保険
の被保険者やその他健康
保険加入者の家族等

②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　有

①対象者
30歳以上の者

②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　無

①対象者
30歳以上の者(希望者は30
歳未満も可)

②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　有

①対象者
全住民

②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　無
・集団検診　無

①対象者
30歳以上の国民健康保険
の被保険者やその他健康
保険加入者の家族等

②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　無

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②実施方法
・施設検診　有
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　有
・集団検診　無

①対象者
40歳以上(希望者は18歳以
上)で、職場や医療機関に
おいて検診に相当する検
査を受ける機会のない者
②実施方法
・施設検診　無
・集団検診　有
③負担金
・施設検診　――
・集団検診　有

合併時に、富山市の例
により統合する。
負担率は、一般30％、
70歳以上は10％とす
る。ただし、町村にお
ける一般の集団検診の
負担率は、17年度は
10％、18年度は20％と
する。




